
【荒尾市結婚新生活支援事業補助金】

～新婚世帯の新居の取得・賃借・引越費用の一部を補助～

✔

【問合せ・送付先】

〒864-8686 （住所不要）荒尾市役所 くらしいきいき課 ふるさと創生係

TEL：0968-57-7059 Eメール：kurashi@city.arao.lg.jp

新婚世帯の生活を支援します

ホームページでもご確認
いただけます。





上記費用のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払われた経費が対象。

夫婦ともに
2９歳以下

夫婦ともに
３９歳以下

















✿



✿


[交付決定後の提出書類]
 荒尾市結婚新生活支援事業補助金交付請求書（様式第8

号）
 申請者名義の振込先口座等の写し
 アンケート用紙

✔

✔
 住民登録…

 年齢…婚姻の時点で、夫婦共に39歳以下であること。

 所得…令和5年中の夫婦の所得を合計した額が500万円未満であること。

 市税納付…夫婦及び世帯員が、市税等を滞納していないこと。

 二重交付…夫婦共に過去に当該補助金等の交付を受けていないこと。

 定住意思…２年以上荒尾市に居住する意思があること。

 外国籍保有者…申請時点で２年以上の在留期間があること。

 荒尾市暴力団排除条例（平成23年条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。

本補助金の交付申請の時点で、夫婦双方又はその一方が荒尾市に居住し、荒尾市に住
民登録を行っていること。

※貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金
をいう。)の返済を行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控
除して算出します。


